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厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課  

 

 

訪問系サービスにおける新型コロナウイルス感染症への対応について  

 

 

 新型コロナウイルス感染症への対応につきまして、多大な御尽力を賜り厚く

御礼申し上げます。 

 障害福祉サービスにおける新型コロナウイルス感染症への対応につきまして

は、これまでも事務連絡等でお示ししてきたところですが、特に訪問系サービ

スについては、利用者に発熱等の症状がある場合であっても、十分な感染防止

対策を前提として、必要なサービスが継続的に提供されることが重要です。  

 新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、訪問系サービス事業所におい

ては、各事業所や法人内の職員の勤務調整に加え、地域の他の事業所や相談支

援事業所等との連携・調整を行っても、なお人員が確保できないことも考えら

れます。こうした緊急時においても、利用者に必要なサービスが継続的に提供

されるよう、事業所への応援職員の派遣調整など、人員確保のための支援にご

協力をお願いいたします。 

 

 

 

□別添・・・新型コロナウイルス感染症対応についての参考資料 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

新型コロナウイルス感染症対応についての参考資料 

 

 

（１）業務継続ガイドライン、感染対策マニュアル、事務連絡等  

 

○障害福祉サービス事業所等における新型コロナウイルス感染症発生時の

業務継続ガイドライン 

○障害福祉サービス施設・事業所職員のための感染対策マニュアル  

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_15758.html 

 

○「訪問系サービスにおける新型コロナウイルス感染症への対応につい

て」（令和２年３月 19 日厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福

祉課事務連絡） 

https://www.mhlw.go.jp/content/000613382.pdf 

 

○「在宅で生活する障害者が新型コロナウイルス感染症に感染した場合の

留意点等について」（令和３年２月 16 日厚生労働省新型コロナウイルス

感染症対策本部、社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課連名事務連

絡） 

https://www.mhlw.go.jp/content/000743445.pdf 

 

 

（２）自治体への取組に関する支援 

※地域の状況に応じた自治体の取組について、国においては以下の事業等

により財政支援を行っております。 

 

○新型コロナウイルス感染症に係る障害福祉サービス事業所等に対する  

サービス継続支援事業 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00316.html 

 

○新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金（内閣府）  

https://www.chisou.go.jp/tiiki/rinjikoufukin/index.html 

 

  

別 添 
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【参考：自治体における取組の例】 

 

（１）在宅生活困難障害者等支援事業（滋賀県）  

（内閣府新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金活用事業）  

 

〇  家族等が新型コロナウイルスに感染し、障害児者本人が濃厚接触者となり単身で過

ごすことが必要となった場合や、行動障害等のある障害児者が、新型コロナウイルス

に感染し、入院を要するものの病院スタッフだけでは対応が難しい場合等、新型コロ

ナウイルスへの感染や感染のリスクから通常の障害福祉サービスでの対応が難しく 

なった際に、  

・必要なサービスの提供のための支援者や生活の場等の調整  

・指定病院等への入院や軽症者宿泊療養施設、入所施設等で療養生活をする際に必要な  

支援を行う支援者等の調整  

・障害児者に対し必要な支援を行う支援者の支援期間中における必要な宿泊にかかる  

費用の助成  

・支援を行う際に必要な物品の確保、提供  

等の必要な支援を実施。  

 

https://www.pref.shiga.lg.jp/ippan/kenkouiryouhukushi/syougaifukushi/320272.html  

 

 

（２）えひめ福祉支援ネットワーク（愛媛県）  

 

〇  新型コロナウイルス感染者発生時の職員不足を解消し福祉サービス提供を継続する

ため、感染者発生施設等に応援職員の派遣が可能な協力法人等の名簿を作成し、行政

が派遣調整を行うネットワークを構築。  

応援職員の派遣を行う場合の、派遣元と派遣先の法人間で締結する契約書のひな型

の作成、応援職員の傷害保険の加入案内、応援職員の派遣期間中の宿泊施設の確保に

ついて県内宿泊施設との協議等を実施。  

 

https://www.pref.ehime.jp/h20400/corona.html 
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